
 

議案第３６号 

 

木津川市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 

木津川市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１９年木津川市条例第４

３号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

令和元年６月７日提出 

 

                木津川市長 河井 規子 

 

 

 

 

 

提案理由 

「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正す

る法律（令和元年法律第１号）」が令和元年５月１５日に施行され、物価の変動等に

より国政選挙における選挙長等の報酬の基準単価が見直しされたことに伴い、所要の

改正を行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

木津川市条例第   号 

 

木津川市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例（案） 

 

木津川市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１９年木津川市条例第４

３号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表を次のように改める。 

 別表（第２条、第３条、第４条関係） 

職名 支給区分 報酬額 

選挙長 一選挙 １０，８００円 

投票所の投票管理者 一選挙 １２，８００円 

期日前投票所の投票管理者 日額 １１，３００円 

開票管理者 一選挙 １０，８００円 

投票所の投票立会人 一選挙 １０，９００円 

期日前投票所の投票立会人 日額 ９，６００円 

開票立会人 一選挙 ８，９００円 

選挙立会人 一選挙 ８，９００円 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の木津川市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規 

 定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について 

 適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、 

 なお従前の例による。 



参考資料（議案第３６号） 

 

木津川市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

（新） 

本則 （略） 

別表（第２条、第３条、第４条関係） 

（旧） 

本則 （略） 

別表（第２条、第３条、第４条関係） 

職名 支給区分 報酬額 

選挙長 一選挙 １０，８００円 

投票所の投票管理者 一選挙 １２，８００円 

期日前投票所の投票管理者 日額 １１，３００円 

開票管理者 一選挙 １０，８００円 

投票所の投票立会人 一選挙 １０，９００円 

期日前投票所の投票立会人 日額 ９，６００円 

開票立会人 一選挙 ８，９００円 

選挙立会人 一選挙 ８，９００円 
 

職  名 支 給 区 分 報 酬 額 

選挙長 一選挙 １０，６００円 

投票所の投票管理者 一選挙 １２，６００円 

期日前投票所の投票管理者 日額 １１，１００円 

開票管理者 一選挙 １０，６００円 

投票所の投票立会人 一選挙 １０，７００円 

期日前投票所の投票立会人 日額 ９，５００円 

開票立会人 一選挙 ８，８００円 

選挙立会人 一選挙 ８，８００円 
 

 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 
議案第３６号 木津川市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する
条例の一部改正について  

担 当 課 総務課 行政係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

 「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選

挙法の一部を改正する法律（令和元年法律第１号）」が令和元年

５月１５日に施行され、物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮

し、選挙等の円滑な執行を図ることを目的に、選挙長等の報酬の

基準単価が見直しされたことに伴い、同法の単価を準用している

本市の報酬額を見直すため、所要の改正を行うものです 

提案に至るまでの経緯 

・国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙
法の一部を改正する法律  
         令和元年５月１５日公布 
         令和元年５月１５日施行 
・選挙管理委員会 （令和元年５月１６日） 

市 民 参 加 の 状 況 

□有  ■無 

 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
３ 一人ひとりが認め合い、力を発揮できるまちづ
くり 

政 策 分 野 ７ 協働 

施 策 ①市民参加・参画 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

■単年度（令和元年度） 
□複数年度（  年度） 

・令和元年度 参議院議員通常選挙事業費 ３８，５６３千円 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

 本年執行予定の第２５回参議院議員通常選挙から投票管理者
や投票立会人等の報酬額を引き上げます。 
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